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情報を読む

海外における
地域コミュニティのあり方

「エッ、市長さんがバスの運転手？」スウェーデンの地

方政治について紹介すると、必ずといっていいほど驚か

れることがある。それは、スウェーデンの地方自治がま

さに住民による自治であり、公共団体（地方自治体）と社会

の関係が極めて密接であるということである。あえて誤

解を恐れず言うならば、スウェーデン型福祉国家は、国

家（特に地方自治体）と（市民）社会を限りなくオーバーラッ

プさせることによって実現したデモクラシーの一形態と

も言えよう。

本稿では、地域共同体のあり方を考えるための一つの

切り口として、国家（ここでは特に地方自治体）と社会（市民社

会）の概念に注目しながら、デモクラシー福祉国家スウェー

デンにおける地域共同体について概観したい。

■ 国家と社会

国家（公）と社会（私）、この二つの概念の関係は、時代や

場所によって様々に捉えることができる。スウェーデン

においても、この二つの概念がどのように捉えられてき

たかは、時代によって、また研究者によっても異なる。

歴史学者アロンソン*1は1700年代初頭から今日に至るまで

の「社会」の概念を考察しているが、その中で①スウェー

デンでは、他ヨーロッパ諸国に比べ、「国家（地方自治体）と

社会」が密接に結びついてきた。言い換えれば、「公共団体」

という言葉は、「社会」「国家」そして「国民の意思」を融合

するようにして生まれたこと、したがって②スウェーデ

ン・モデルと呼ばれる福祉国家スウェーデンの土壌は、社

会民主主義が出現するよりも以前から存在していた、こと

など指摘している。また、福祉国家スウェーデンの基礎を

築き上げたハンソン首相*2が掲げた「国民の家」*3構想の

下で、さらにその後の社民党政権下で福祉国家を実現して

いく中で、「国」と「社会」の区別が限りなく消滅し、密着

した概念になっていったと指摘している。事実、現在も地

方自治レベルにおける「公」と「私」の関係は密接である。

■ 市民と地方自治体

スウェーデンの地方自治体には、基礎自治体である290の

コミューンと広域自治体である20の県*4がある。コミューン

は住民の生活に密着した住民サービスを行う自治体である。

県は主に医療提供主体として機能している。コミューンも県

も住民の選挙によって選ばれた政治家が、そのサービスのあ

り方を決め、主として公的にサービスを提供している*5。

コミューンの業務には、保育・就学前教育から、小学校、

中学校、高校の学校行政、障害者や高齢者へのさまざまな

サービスや、図書館行政、住宅提供、下水やゴミ処理なども

ある。市民の生涯を網羅する「胎児から墓場まで」の住民

サービスの多くを、コミューンが担っている。国はコミュー

ンが各種住民サービスすることを規定しているが、主と

して大きな枠組を定めるに止まり、コミューンは独自の

判断で地域のニーズに合ったサービスを展開することが

可能になっている。これらの住民サービスは住民の支払

う地方所得税が主たる財源であり、国からの使途指定補助

金は限定的である*6。自治体によって多少異なるが、県お

よびコミューンに支払われる地方所得税は、合計して個人

の所得のおおよそ3割である。国への所得税は一定所得以

上の者のみが払うので、2005年現在稼所得者の17％の

みが国所得税を支払っている*7。したがって多くの市民に

とっては、自分の払った所得税は地方所得税であり、自

分に身近な住民サービスにのみ使われていることになる。

コミューンによる地方自治は、kommunal（自治体の）

självstyrelsen（セルフ・ガーヴァニメント）と呼ばれるが、その

意味は、住民が選んだ政治家が地域のさまざまなサービス

の有方を決定・運営管理していくということである。デ

モクラシー国家としてはごく当たり前の手続きのようだ

が、特筆すべきは、これらのサービスのあり方を決定する

政治家のほとんどが、イコール市民であるという点であ

る。すなわち、自治の有り方を決定する政治家のほとん

どが、職業としての政治家ではない。他に職業を持った
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一般市民が、自分の「余暇時間」を活かして議会や委員会

活動（国レベルに置き換えれば内閣・省の活動に相当する）など

の政治活動をしている。議会議員や委員会の政治職に選

ばれた市民は、その活動をするために従来の仕事時間を

短縮することができる*8。政治家を本職として給与を受け

る「フルタイム」の政治家は、しばしば首長職につく者で

あるが、大都市でも数名しかいない*9。

このような「市民＝政治家」という構図は、「公と私」

が密接に繋がっている一例である。また、被雇用者の5人

に1人がコミューン地方公務員であり*10、多くの市民がコ

ミューンの住民サービスに携わっていることが分かる。

大雑把な表現かもしれないが、自分たち（＝住民）が出し合っ

たお金（税金）を、自分たち（＝政治家）で運用決定し、自分

たち（＝地方公務員）で運用している。

■ 福祉国家の福祉社会化

市民の自律、社会の活性化

もちろんスウェーデンにも、「公」に属さない市民活動、

アソシエーション（förening）活動がある*11。

市民社会の活動として出発したサービスを公的サービ

スとして吸収したり、公的な枠組みに当てはめたりして、

公的社会保障を強化していったという歴史もある。赤十

字が始めたホームヘルプサービスを、コミューンのサービ

スとしていった例*12や、市民運動として始まった疾病保険

を福祉国家の公的な一プログラムとしていった例*13が挙

げられる。こうした意味でも、「公」と「私」が緊密に結び

ついて福祉国家スウェーデンを築き上げてきたと言えよ

う。「福祉国家」と「福祉社会」が、同意義に近づいている

とも言えよう。

市民の生活の細部に至る公的サービスは、市民社会の

活力を奪ってしまい、結果として受動的な市民を生み出

しているのだろうか。従来「私」の枠組みであった育児や

高齢者介護を公的に受け持つあるいはサポートすること

で、「私」の自律機能は弱体化したのだろうか。スウェーデ

ンの経験は、公的機能の強化と市民社会の活性化は必ず

しも二者択一ではない事を証明しているようだ。政治学

者ロシュティン*14は、メーレル社会相*15時代の社民党内

議論と福祉政策の形成過程を考察しながら、スウェーデン

が目指したのは普遍主義福祉プログラム*16であり、そこで

は市民の自律が促されたことを指摘している。また各国

データを比較することで、普遍主義モデルは概して市民の

自律を促し、したがって市民社会をより活性化させると考

えられる、としている。

メーレル社会相が福祉プログラムを打ち出す際に危惧

したのは、国家官僚が市民生活の詳細にまで立ち入るこ

との弊害であり、また市民による社会保障の乱用あるい

は過度の利用であった*17。こうした問題を回避するための

一方策として、住民の自治組織、すなわち地方自治体に

よる福祉プログラムの策定・運用が必須と考えられた。

こうして、市民自らの自治組織が、福祉サービスを展開

していくに至った。市民参加のシステム作りは、福祉制

度のレジティマシィを高めていったとも考えられる。
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●フルタイム政治職の数別・コミューン数

政治職としてフルタイム コミューン数 コミューン数
の給与を受けた政治家数 2003年 2007年

0名 13 16

1名 178 174

2名 47 45

3名 24 21

4名以上 28 34

合計 290 290
＊なお、2007年、全コミューンでフルタイムの政治家は526名であった。
出典：SCB, 2008, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007
－En rapport om politikerantal och representativitet, P68




